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 私たち監事は、公益財団法人日本相撲協会の令和２年１月１日から同年１２月３１日までの事

業年度の理事の職務の執行、財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果について、次の

とおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと

もに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いた

しました。 
また、当該事業年度に係る財務諸表等（貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書、キャ

ッシュ･フロー計算書、財務諸表に対する注記、正味財産増減計算書内訳表、財産目録）について

は、EY 新日本有限責任監査法人から監査の方法及び結果について報告を受け、収支計算書及び会

計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、事業報告及び財務諸表等について検討いたしました。 
 
２．監査結果及び意見 
（１） 事業報告等の監査結果 

一、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。 
二、事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

（２） 財務諸表等の監査結果 
   EY 新日本有限責任監査法人が行った監査の方法及び結果については相当であると認めま

す。 
 
（３） 内部統制等に関する監事の意見 

一、 本年度の最重要課題となった新型コロナウィルス感染防止については、医師の助言を受け

つつ協会が中心となって精力的かつ緻密に対策を実施した結果、感染による影響を最小限

度に食い止めることができたと認められる。 
二、 政府による非常事態宣言の発令等によって、本場所の開催見送り、無観客での開催、観客

数を制限しての開催などを余儀なくされ、協会の財政基盤に大きな影響が生じたことから、

引き続き収支のバランスを念頭に置いて事業を運営していくことが必要である。 
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